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■
所
得
課
税
の
定
率
減
税
継
続
を
求
め
る
請
願
書

▼
提
出
者
▲

不
採
択

請
願

岩
手
県
労
働
組
合
連
合
会

議
長

菅
野
恒
信

■
総
務
常
任
委
員
会
付
託

■
介
護
保
険
の
改
悪
に
反
対
し
、
改
善
を
求
め
る

　

請
願
書

▼
提
出
者
▲

不
採
択

請
願

岩
手
県
労
働
組
合
連
合
会

議
長

菅
野
恒
信

■
教
育
民
生
常
任
委
員
会
付
託

■
乳
幼
児
医
療
費
無
料
制
度
の
創
設
を
求
め
る

　

請
願
書

▼
提
出
者
▲

不
採
択

請
願

盛
岡
地
域
労
働
組
合
連
合
会

議
長

鱒
沢
清
司

■
教
育
民
生
常
任
委
員
会
付
託

岩
手
県
労
働
組
合
連
合
会

議
長

菅
野
恒
信

新
日
本
婦
人
の
会
岩
手
県
本
部

議
長

渋
谷
靖
子

■
幼
稚
園
就
園
奨
励
費
補
助
事
業
の
堅
持
に

　

つ
い
て
（
要
望
）

▼
提
出
者
▲

文
書
配
布

陳
情

会
長

山
折
昭
麿

■
緊
急
地
域
雇
用
創
出
特
別
交
付
金
の
継
続
・

　

改
善
を
求
め
る
請
願
書

▼
提
出
者
▲

不
採
択

請
願

議
長

菅
野
恒
信

■
総
務
常
任
委
員
会
付
託

岩
手
県
労
働
組
合
連
合
会

（
社
）
岩
手
県
私
立
幼
稚
園
連
合
会

議
長

鱒
沢
清
司

盛
岡
地
域
労
働
組
合
連
合
会

会
長

西
本
美
樹

岩
手
県
私
立
幼
稚
園
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
合
会

■
巣
子
駅
建
設
に
絡
む
周
辺
整
備
予
定
地
の

　
「
土
地
転
が
し
疑
惑
」
の
解
明
を
求
め
る
陳
情
書

▼
提
出
者
▲

文
書
配
布

陳
情

代
表

沼
崎
節
郎

滝
沢
村
の
明
日
を
考
え
る
会

■
国
庫
補
助
負
担
金
及
び
施
設
整
備
費

　

施
策
堅
持
の
要
望

▼
提
出
者
▲

文
書
配
布

陳
情

会
長

高
橋
カ
ヨ

岩
手
県
保
育
協
議
会

支
部
長

稲
村
和
雄

（
社
）
日
本
保
育
協
会
岩
手
県
支
部

会
長

山
下
知
彦

岩
手
県
私
立
保
育
園
連
盟

1　

調
査
事
項

　

次
期
滝
沢
村
総
合
計
画
策
定
に
関
す
る

調
査

2　

特
別
委
員
会
の
開
催
経
過

　

15
年
6
月
20
日
に
特
別
委
員
会
が
設
置

さ
れ
13
回
の
調
査
を
実
施
し
た
。

　

基
本
構
想
は
住
民
と
の
協
働
の
中
で
達

成
さ
れ
る
将
来
像
を
「
7
つ
の
キ
ー
ワ
ー

ド
」
に
分
類
し
、（
仮
称
）
め
ざ
そ
う
値
と

い
う
値
で
測
定
し
て
い
く
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。
基
本
計
画
は
行
政
と
し
て
担
う

役
割
を
戦
略
的
に
展
開
す
る
重
点
政
策
と

基
本
政
策
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

時
代
に
即
し
た
行
政
改
革
を
強
力
に
推

進
し
、
事
務
事
業
、
補
助
金
、
組
織
機
構

な
ど
に
即
し
た
効
率
的
な
行
財
政
運
営
に

努
め
、
財
政
の
健
全
化
を
図
る
こ
と
は
村

政
運
営
の
大
原
則
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

国
や
県
の
財
政
と
複
雑
に
相
互
関
連
し
て

い
る
現
状
を
踏
ま
え
た
場
合
、
中
長
期
の

財
政
計
画
の
見
通
し
を
確
認
す
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

　

今
後
の
経
常
的
経
費
の
伸
び
な
ど
村
財

政
の
窮
状
の
み
を
強
調
し
て
、
投
資
的
経

費
の
圧
縮
は
、
皮
相
的
結
論
だ
け
で
な
く

行
政
の
役
割
や
住
民
の
声
に
応
え
る
た
め

の
創
意
工
夫
を
な
す
べ
き
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
新
た
な
行
政
課
題
に
的
確
に

対
応
し
、
健
全
で
強
固
な
財
政
基
盤
の
確

立
を
図
り
な
が
ら
、
後
世
に
過
大
な
財
政

負
担
を
残
す
こ
と
の
な
い
よ
う
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

新
し
い
総
合
計
画
で
は
第
4
次
総
合
計

画
の
評
価
、
分
析
は
も
と
よ
り
、
住
民
が

一
つ
の
力
と
な
り
う
る
誰
も
が
理
解
で
き

る
具
体
的
施
策
の
方
向
を
示
す
必
要
が
あ

る
。

　

住
民
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
い
く
た
め

に
、
新
た
な
手
法
が
村
と
し
て
も
求
め
ら

れ
、
取
り
組
む
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
従

来
型
の
行
政
が
自
ら
担
っ
て
き
た
分
野
も

含
め
、
民
間
資
本
の
活
力
が
ま
す
ま
す
必

要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は

情
報
の
公
開
や
説
明
を
積
極
的
に
進
め
る

必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
基
本
構
想
、
基
本

計
画
の
文
書
表
現
や
内
容
は
住
民
の
誰
も

が
理
解
で
き
る
、
わ
か
り
や
す
い
、
や
さ

し
い
表
現
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　

内
容
に
つ
い
て
、
調
査
を
行
う
に
は
制

限
さ
れ
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
中
で
の
調
査

で
あ
り
、
当
局
の
資
料
も
委
員
の
意
見
も

完
全
に
集
約
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
ま
せ

ん
が
、
引
き
続
き
十
分
な
議
論
を
尽
く
し

検
討
す
る
場
が
必
要
で
あ
る
。

新
総
合
計
画
策
定
調
査

特
別
委
員
会
報
告
ま
と
ま
る
！


